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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成26年11月28日に提出した第４期（自　平成25年９月１日　至　平成26年８月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

注記事項

（重要な後発事象）

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。
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第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

【注記事項】

（重要な後発事象）

　　（訂正前）

１．第４～第６回行使価額固定型新株予約権（第三者割当）の取得及び消却に関する件

当社は、平成26年10月16日開催の取締役会において、平成25年10月31日発行の第４～第６回行使価額固定型新株予

約権（第三者割当）について、新株予約権者（マッコーリー・バンク・リミテッド）から本新株予約権を取得し、取

得する自己新株予約権を消却することを決議し、平成26年10月31日に実行いたしました。

(1) 新株予約権の取得日及び消却日 平成26年10月31日

(2) 取得及び消却する新株予約権の内容

取得及び消却する新株予約権の名称  第４～第６回行使価額固定型新株予約権（第三者割当）

取得価額　　　　　　　　　　      総額808,300円（第４回新株予約権1個あたり37円、第５回新株予約権１個

あたり15円、第６回新株予約権１個あたり10円）

取得する新株予約権の数            取得日において行使されていない本新株予約権のすべて

　                            第４回新株予約権　8,400個

　                            第５回新株予約権　20,000個

　                            第６回新株予約権　19,750個

(3) 新株予約権取得及び消却の理由

現在、当社株価は、第４回新株予約権の行使額である60円以下で推移しております。このような状況下において、

今後より確実あるいは効果的な調達方法を検討するうえで、調達交渉先からの検討条件として、潜在的な希薄化を考

慮すると、行使期間が１年間残っているものの現時点において本新株予約権の取得及び消却が必要であるとの条件掲

示を踏まえ、本新株予約権の取得資金を充当してでも取得し消却することが必要であると判断し、取締役会にて残存

する本新株予約権の取得及び消却を決議いたしました。

なお、本新株予約権の取得は、発行時に定められた取得条項(当社の要請による取得)に基づき行うものでありま

す。
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　　（訂正後）

１．第４～第６回行使価額固定型新株予約権（第三者割当）の取得及び消却に関する件

当社は、平成26年10月16日開催の取締役会において、平成25年10月31日発行の第４～第６回行使価額固定型新株予

約権（第三者割当）について、新株予約権者（マッコーリー・バンク・リミテッド）から本新株予約権を取得し、取

得する自己新株予約権を消却することを決議し、平成26年10月31日に実行いたしました。

(1) 新株予約権の取得日及び消却日 平成26年10月31日

(2) 取得及び消却する新株予約権の内容

取得及び消却する新株予約権の名称  第４～第６回行使価額固定型新株予約権（第三者割当）

取得価額　　　　　　　　　　      総額808,300円（第４回新株予約権1個あたり37円、第５回新株予約権１個

あたり15円、第６回新株予約権１個あたり10円）

取得する新株予約権の数            取得日において行使されていない本新株予約権のすべて

　                            第４回新株予約権　8,400個

　                            第５回新株予約権　20,000個

　                            第６回新株予約権　19,750個

(3) 新株予約権取得及び消却の理由

現在、当社株価は、第４回新株予約権の行使額である60円以下で推移しております。このような状況下において、

今後より確実あるいは効果的な調達方法を検討するうえで、調達交渉先からの検討条件として、潜在的な希薄化を考

慮すると、行使期間が１年間残っているものの現時点において本新株予約権の取得及び消却が必要であるとの条件掲

示を踏まえ、本新株予約権の取得資金を充当してでも取得し消却することが必要であると判断し、取締役会にて残存

する本新株予約権の取得及び消却を決議いたしました。

なお、本新株予約権の取得は、発行時に定められた取得条項(当社の要請による取得)に基づき行うものでありま

す。

(4) 新株予約権取得及び消却により、手取金の総額並びにその使途の区分ごとの内容、金額及び支出（予定）時期に

以下のとおり変更が生じております。

（変更前）

手取金の総額（発行諸費用控除後の手取額）　377,956千円

手取金の使途

具体的な使途 金額（千円） 支出時期

①　当社子会社であるＳＢＹ社における金融機関借

入金の返済のための子会社貸付
40,000 平成25年11月～平成25年12月

②　当社子会社であるＳＢＹ社における海外事業展

開にかかる支出のための子会社貸付
150,000 平成26年２月～平成27年10月

③　ＳＢＹ社関連事業展開におけるＭ＆Ａ関連費用

の支出
187,956 平成26年２月～平成26年10月

 

（変更後）

手取金の総額（発行諸費用控除後の手取額）　66,830千円

手取金の使途

具体的な使途 金額（千円） 支出時期

①　当社子会社であるＳＢＹ社における金融機関借

入金の返済のための子会社貸付
40,000 平成25年11月～平成25年12月

②　当社子会社であるＳＢＹ社における海外事業展

開にかかる支出のための子会社貸付
10,000 平成26年２月～平成26年10月

③　ＳＢＹ社関連事業展開におけるＭ＆Ａ関連費用

の支出
16,830 平成26年２月～平成26年10月
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